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１ 就労支援事業会計の基本的な考え方
福祉事業会計

２つのお財布でお金の
移動をしてはいけません

就労支援事業会計



１ 就労支援事業会計の基本的な考え方

福祉事業会計

事業所を運営する
ためのお財布

収
入

支
出

【訓練等給付費】
事業所が利用者
に働く機会
（サービス）を提供
したことなどに
対する報酬として、
国保連（利用者）
から国民の税金を
基に支払われる。

利用者を支援
するための
職員の人件費
事業所を維持
するための
家賃・水道光熱
費・消耗品費・
を支払う。

例



１ 就労支援事業会計の基本的な考え方

利用者の工賃（賃金）
のためのお財布

収
入

支
出

【生産活動売上】

利用者が職員の
支援のもと働いて
稼いだ収入

【生産活動経費】

生産活動で発生
した経費

就労支援事業会計



１ 就労支援事業会計の基本的な考え方

福祉事業会計 就労支援事業会計
２つの会計が混じることはありません

福祉会計から就労支援事業会計に、
就労支援事業会計から福祉会計に、
お金が移動することはありません。



２ 工賃（賃金）の支払いについて

就労支援事業会計

利用者の工賃（賃金）は
就労支援事業会計から支払われます

福祉事業会計



２ 工賃（賃金）の支払いについて

生産活動の経費を別会計のものとする

生産
活動
経費

就労支援事業会計から工賃（賃金）が支払われます

生産
活動
売上

－ ＝
工賃
・
賃金

生産活動以外の収入を計上する



２ 工賃（賃金）の支払いについて
「就労支援事業会計の運用ガイドライン」



２ 工賃（賃金）の支払いについて



２ 工賃（賃金）の支払いについて

就労支援事業会計の余剰金（利益）
はすべて工賃（賃金）として支払われるため
原則として生じません。

生産
活動
経費

就労支援事業会計
生産
活動
売上



３ 就労支援事業会計の積立金について

※通常の社会経済情勢においては生じ得ない需要の高騰など、一般的な
常識を超えるほどの収入を獲得した場合などが想定されます。
※特定の目的以外への流用は認められていません。
※積立金の要件にそぐわないのにも関わらず、積立金を計上している
ケースが散見されます。今一度要件を御確認ください。

就労支援事業会計の余剰金について、

特定の目的の支出に備えるため、理事会の議決に基づき一定
の金額を積み立てることが認められています。

例外

注意



３ 就労支援事業会計の積立金について

【共通の要件】

・理事会の議決に基づくこと。

・計上した積立金と同額の積立資産を計上すること。

・当該年度の工賃（賃金）総支払額が前年度の支払実績を

下回らないこと。



３ 就労支援事業会計の積立金について

①「工賃変動積立金」

（目的）
毎会計年度、一定の工賃水準※を利用者に保障するため、

将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備える。

〇各事業年度：過去３年間の平均工賃の１０％以内

〇 累 計 ：過去３年間の平均工賃の５０％以内

※過去３年間の最低工賃（天災等により工賃が大幅に減少した年度を除く。）

（取崩の条件）
〇過去３年間の最低工賃を下回っていること。
〇理事会の議決に基づくこと。



３ 就労支援事業会計の積立金について

（目的）

就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するための就労支援事業に
要する設備等の更新、または新たな業種への展開を行うための設備
の導入のための資金需要に対応するため。

（対象資産）

最低でも５年以上は就労支援事業の用に供することができ、かつ

５年以上の積立によらなければ取得できない規模の資産（ 建物）

〇各事業年度：就労支援事業収入の１０％以内

〇 累 計 ：就労支援事業資産の取得価額の７５％以内

②「設備等整備積立金」



安定した事業の継続のために経営状況を管理
しましょう

Point
①年度ごとの事業計画や予算を作成しましょう
利用者へいくらの工賃（賃金）を払いたいのか（払えるのか）
あらかじめ利用者の希望も踏まえ、計画を立てましょう。

②損益分岐点を確認しましょう
販売価格をいくらにすれば、また使っていい経費はいくらにすれば、
工賃が払えるか払えるかを把握しましょう。

４ 利用者の工賃（賃金）のための経営管理について



工賃（賃金）の基準

【就労継続支援Ａ型事業所】

千葉県の最低賃金 時給１，１４０円（令和７年１０月から）

【就労継続支援Ｂ型事業所】

「雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の
平均額は、三千円を下回ってはならない。」

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福
祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」第７９条第５項）

４ 利用者の工賃（賃金）のための経営管理について



千葉県における令和６年度の平均工賃（賃金）実績

平均工賃
（賃金）時間額※

平均工賃
（賃金）月額

施設種別

１，１２５円
８５，２９０円
（９０，９６２円）

就労継続
支援Ａ型

ー
２３，６４６円
（２４，５１５円）

就労継続
支援Ｂ型

※令和６年度報酬改定により、令和５年度実績以降の、就労継続支援Ｂ型事業所
の平均工賃時間額は報告しないこととなりました。

※（）内全国平均額

４ 利用者の工賃（賃金）のための経営管理について



まとめ

①福祉事業会計と就労支援事業会計で
お金の移動をしてはいけません。

②就労支援事業会計の余剰金は原則、
発生しません。



訪問支援の紹介
（障害者の工賃アップのための就労事業を活性化する事業）



御清聴ありがとうございました。


